
沖縄管内における電気事故等について

202６年１⽉３０⽇
経済産業省 那覇産業保安監督事務所 保安監督課



電気事故報告

 電気関係報告規則では、⾃家⽤電気⼯作物を設置する者（設置者）は、⾃家⽤電気⼯作
物に関する事故が発⽣したときに、管轄する産業保安監督部⻑に対して、その事故についてを
報告することを義務づけている。

＜電気関係報告規則に定める報告対象事故（抜粋）＞
○感電死傷事故（報告規則（以下、「規則」）第3条第1号）
感電や電気⼯作物の破損等により、⼈が死傷した事故（死亡⼜は⼊院した場合に限る）

○電気⽕災事故（規則第3条第2号）
電気⼯作物の電気的異常に伴う発熱・発⽕により、当該電気⼯作物以外の建造物、⾞両、その他の⼯作物、⼭林
等に⽕災を起こした事故（⼯作物にあたっては、半焼以上（⽕災による損壊の程度が⼯作物の20％以上）

○他者損害（規則第3条第3号）
電気⼯作物の破損や誤操作等により、他の物件に損傷を与え、⼜はその機能の全部⼜は⼀部を損なわせた事故

○主要電気⼯作物の破損（規則第3条第4号・5号)
発電所等の運転、維持⼜は保安対策上必要不可⽋な電気⼯作物が破損した事故

○発電⽀障・放電⽀障（規則第3条第6号〜7号）
出⼒10万kW以上の発電所・蓄電所の7⽇以上の発電・放電⽀障

○供給⽀障（規則第3条第８号〜１１号）
供給⽀障電⼒が10万キロワット以上の供給⽀障事故であつて、その⽀障時間が10分以上のもの など

○波及事故(電気事業者に供給⽀障を発⽣させた事故（規則第3条第12号）
⾃家⽤電気⼯作物の破損や誤操作等により電気事業者に供給⽀障を発⽣させた事故

○その他（ダム異常放流、社会的影響を及ぼした事故（規則第3条第13号、第14号）
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電気事故報告
 設置者等は、事故覚知後24時間以内に電話等で報告(速報)を、事故発⽣覚知⽇から30⽇
以内に事故原因・被害状況・再発防⽌策等をまとめた報告(詳報)を提出することとなっている。

＜事故速報＞
 事故の発⽣を知ったときから24時間以内に、設置者名、事故の発⽣した⽇時、場所、事故が発
⽣し た電気⼯作物及び事故の概要について、電話等で各産業保安監督部へ報告。

＜事故詳報＞
 事故の発⽣を知った⽇から起算して30⽇以内に、事故原因やより詳細な被害状況(死傷・⽕災・
損壊状況等)等について書⾯等で各産業保安監督部へ報告。

 事故報告の詳報については、事故原因の調査等が終了していない場合でも、中間報告として⼀
旦報告を受け、調査完了時点で最終報告所として報告を受ける運⽤としていることから、現⾏の
事故報告と同様に、事故覚知後30⽇以内。

＜報告先＞
経済産業省 那覇産業保安監督事務所 保安監督課 電⼒安全係
TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376
E-mail︓bzl-naha-denkijiko＠meti.go.jp
＜詳報作成支援システム（https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shohosupport/）＞
「詳報作成⽀援システム」を利⽤したメール報告でも可。
報告書（速報・詳報）を作成する際、必要な情報を漏れなく⼊⼒できるよう⽀援するシステムで、
独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機構（NITE）が運営している。
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沖縄管内の電気事故発⽣件数の推移

 沖縄県内における令和６年度までの10年間の累積において、感電死傷事故が１１件、電
気⽕災事故０件、波及事故が２９件、その他（電気⼯作物の破損・供給⽀障）１１件
発⽣。
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事故事例（感電死傷事故）
 ⾼圧電線への接触による感電死亡事故

＜事故発⽣の電気⼯作物＞
・ PAS電源側⾼圧電線
＜事故概要＞
・ 6.6kVの⾼圧受電、電気主任技術者は外部委託の事業場。
被災者は、外壁⼯事のための⾜場を建設しており、⾜場⽤の天幕を取り
付ける際、⾼圧電線に接触して感電し、死亡した。
＜事故原因＞［感電(公衆)／被害者の過失］
・事故当⽇、現場判断で⾼圧電線を貫通する⾼さまで⾜場を建設。
・本⼯事について、電気主任技術者への連絡が無かった。
・電⼒会社に防護管等の養⽣依頼を出していなかった。
＜再発防⽌対策＞
・⾼圧機器の近接作業については、絶縁シート、防護管の設置が完了し
た段階で主任技術者の出動要請をし、安全確認を⾏う。
・⼯事前の段階で設置者、⼯事業者、電気主任技術者の間で安全対策
の確認を実施する。
・⼯事業者は、設置者または主任技術者と連絡先を確認し、主任技術
者から保安教育を受ける。

高圧線と
足場が
接近

リーク跡
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事故事例（感電死傷事故）
 ⽉次点検時における作業者の過失による感電死傷事故

＜事故発⽣の電気⼯作物＞
・屋外キュービクル内⾼圧交流負荷開閉器（LBS）
＜事故概要＞
・ 6.6kVの⾼圧受電、電気主任技術者は外部委託の事業場。
当該事業場の⽉次点検において、変圧器銘板を写真撮影しようとした
際に、⾼圧交流負荷開閉器（LBS）の端⼦部分に⼿が接触し感電
（右⼿甲、左肘に⽕傷）。接触と同時に地絡継電器が動作して事業
場を停電させた。
＜事故原因＞［感電(作業者)／作業⽅法不良］
・作業者は⽉次点検外の作業のため、変圧器と⾼圧交流負荷開閉器
（LBS）の間から⼿を⼊れて変圧器銘板を写真撮影しようとした。
・⾼圧の近接作業にもかかわらず絶縁ゴム⼿袋などの保護具を着⽤して
いなかったために、LBSの端⼦部分に右⼿が接触して感電。
＜再発防⽌対策＞
・絶縁⽤保護具の着⽤、写真撮影や⽬視点検は盤外より確認する。
・⽉次点検外の作業等も想定した作業⼿順書を作成し実施。
・作業者の安全意識が浸透するような組織環境の醸成。

アクリル板の中で
右手から感電

右手からアングルに
乗せた左肘にかけ
て電流が流れた。
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事故事例（波及事故）
 配電線及び引き込み柱への樹⽊接触による波及事故

＜事故発⽣の電気⼯作物＞
・配電線及び引き込み柱への樹⽊接触による波及事故
＜事故概要＞
・ 6.6kVの⾼圧受電、電気主任技術者は外部委託の事業場
樹⽊が倒⽊し、配電線及び引き込み柱に接触したことにより、事業場周
辺地域を停電させた。（供給⽀障電⼒5,169KW）
＜事故原因＞樹⽊接触
・⻑⾬で地盤が緩んだことで樹⽊が倒⽊し、配電線及び引き込み柱に接
触したため、供給⽀障及び波及事故に⾄った。
・設置者は事故⼆ヶ⽉前に実施した⽉次点検で、⾼圧引込⽤開閉器付
近の樹⽊伐採するよう指摘されていたが、事故当⽇まで対処していな
かった。
＜防⽌対策＞
・配電線と樹⽊の離隔距離を保持し、接触の危険がある場合は伐採。
・定期点検での指摘事項に対して、速やかに必要な措置を講じる。

倒れた樹木が配電線と引き込み
柱に接触

別角度からの様子
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沖縄管内の電気事故概要（令和2年度～令和6年度）

番号 年⽉ 事故種別 概要 原因 再発防⽌策

1 2020年5⽉ 感電死亡事故

・⾼圧配電線に近接する建築⾜場におい
て、⾼圧配電線を跨いで⾜場解体中の作業
員（公衆）の左太ももが⾼圧線に接触・感
電し死亡

故意・過失（公衆
の故意・過失）

・⾼圧配電線に接近して作業を実施していない
かの路線巡回。
・建設業関係団体等への感電防⽌対策に関する
注意喚起ポスターやリーフレット等の配付

2 2023年2⽉ 感電負傷事故

・作業者が変圧器名盤の写真撮影のため、
⾼圧交流負荷開閉器（LBS）アクリル板の
横から右⼿でカメラを持って撮影した際
に、右⼿甲部分がLBS下部端⼦に接触・感
電し負傷

故意・過失（作業
者の過失）

・絶縁⽤保護具の着⽤、写真撮影や⽬視点検は
盤外より確認
・点検業務外の内容も含む作業⼿順書の作成
・社員教育の実施

3 2024年7⽉ 感電死亡事故

・建屋⼯事の⾜場設置作業において、作業
者（公衆）が、⾼圧気中負荷開閉器
（PAS）電源側の⾼圧電線に接触・感電し
死亡

故意・過失（公衆
の故意・過失）

・絶縁シート、防護管の設置などを実施
・設置者、⼯事業者、電気主任技術者の間で安
全対策を確認するなど連携強化
・主任技術者から⼯事業者へ保安教育を実施

4 2024年9⽉ 感電負傷事故

・⾼圧配電線路の腕⾦取替⼯事において、
新設腕⾦に設置された⾼圧耐張碍⼦へ電線
を移し替えする作業で、作業員（新⼈）が
⾼圧耐張碍⼦のクランプ部に接触・感電し
負傷

故意・過失（公衆
の故意・過失）

・新⼈教育の徹底
・従事者の⾼圧活線作業の実施可否を分別
・作業者とは別に監視者を配置
・監視者・作業者間での近接距離を相互に確認

【感電死傷事故】

※詳報公表システム（独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機構）を基に当所にて作成
https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shohopub/search
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番号 年⽉ 事故種別 概要 原因 再発防⽌策

1 2021年10⽉ 波及事故

事業場で構内停電が発⽣したため、電気主任技術
者が屋内電気設備を点検し、異常無しと判断して
復電操作を実施。その際、⾼圧引込みケーブル
（2012年製）の被覆劣化（⽔トリー減少）により
地絡が発⽣したが、構内の地絡⽅向継電器が不動
作で区分開閉器（PAS）が開放しなかったため、
変電所の地絡⽅向継電器が動作して遮断器が開放
となり波及事故

保守不備（保守不
完全）

・地絡した既設ケーブルを撤去、新ケーブル施設
・構内停電が発⽣した際には、屋内電気設備のみならず屋外設
備も点検し事故原因を突き⽌める
・⾼圧ケーブルが更新推奨時期に満たない場合でも⽔トリー現
象が発⽣することを認識する
・⾼圧ケーブル更新の際にE-Eタイプを検討する

2 2022年2⽉ 波及事故

太陽電池発電所の⾼圧気中開閉器(PAS)がDG動作
により停⽌したことから、絶縁抵抗を測定しPAS
を投⼊したところ、PASが内部爆発し、電⼒会社
フィーダー線がトリップし、波及事故

保守不備（⾃然劣
化）

・PASが内部爆発したのは、投⼊時or遮断時に接触⼦の同相極
間にアークが発⽣したことが要因と考えられるが、溶損・焼損
が激しく原因特定不可。
・PAS更新を最⼤対応年数より短い期間で取り替える。

3 2022年3⽉ 波及事故

⾼圧引込みケーブルが絶縁破壊（⽔トリー等）か
ら地絡。引込開閉器地絡⽅向継電器が破損してい
たことから不動作でフィーダー線の地絡リレーが
動作して遮断器が開放し、波及事故

保守不備（保守不
完全）

・⾼圧引込みケーブルの絶縁診断を年間1回実施。
・電気⽤マンホールの排⽔を6か⽉毎に実施。
・⾼圧設備規定及び⾼圧機器の耐⽤年数前での更新。（機器製
造者及び⽇本電機⼯業会等の更新推奨時期を考慮し更新す
る。）

4 2022年3⽉ 波及事故

構内⾼圧引込みケーブルで地絡が発⽣し、区分開
閉器（PAS）は開放動作したが、配電⽤変電所の
保護継電器が動作して遮断器が開放となり、波及
事故

その他

・毎年の電源設備保安点検を確実に実施し、記録データの推移
を観察。
・設備の⽉次点検に合わせ、ケーブルを収容している保護管の
管⼝の塞ぎ状況を⽬視確認。

5 2022年5⽉ 波及事故

事業場内の樹⽊が⻑⾬による地盤の弛みにより倒
⽊し、構内引込み柱及び電⼒会社の送電線接触し
て短絡したが、当該事業所の区分開閉器の保護範
囲外であったことから、変電所の保護継電器が作
動し、波及事故

他物接触（樹⽊接
触）

管理者にて適切に樹⽊管理を⾏い、 植栽管理業者にて伐採させ
る。

【波及事故１】
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番号 年⽉ 事故種別 概要 原因 再発防⽌策

6 2022年5⽉ 波及事故

事業場の⾼圧引込開閉器が、上部腐⾷箇所から連
⽇の豪⾬による⾬⽔が浸⼊して開閉器内部に溜
まったため相間短絡が発⽣し、変電所の過電流遮
断器が動作し、波及事故

保守不備（保守不
完全）

・電気保安点検指摘を優先し設備維持に努める。
・機器製造者及び⽇本電機⼯業会等の更新推奨時期を考慮し
て、⾼圧設備規定及び⾼圧機器の耐⽤年数前での更新。

7 2023年9⽉ 波及事故

年次点検（停電）実施後、復電のため、⾼圧気中
負荷開閉器（PAS）を投⼊したところ、電⼒会社
配電線過電流継電器（瞬時要素）動作により、波
及事故

その他

変圧器同時投⼊すると、配電線過電流継電器（瞬時要素）が動
作し、変圧器をバンク毎に投⼊すると異常がない為、変圧器の
励磁突⼊電流によるものと推定。保護協調曲線を確認すると、
配電線過電流継電器の瞬時要素に対し、変圧器同時受電すると
それを超える電流値になっていたと考えられる。

・変圧器を順次投⼊。
・励磁突⼊電流抑制装置付き⾼圧交流負荷開閉器を導⼊。

8 2024年11⽉ 波及事故

柱上避雷器が、腐⾷による破損により短絡し、引
込開閉器（PAS）が過電流蓄勢（SO）動作により
開放したが、系統変電所の過電流継電器（OCR）
が動作し、波及事故

他事故波及（⾃
社）

・主任技術者の協⼒のもと、⽼朽化機器をリスト化し、劣化状
況や重要度に基づいて優先順位を付ける。
・劣化状況や重要度の結果をもとに計画的かつ先に交換を実施
し、同様の事故の再発を防ぐ。

9 2025年2⽉ 波及事故
⾼圧ケーブルが、絶縁不良により地絡し、地絡⽅
向継電器が動作せず、系統変電所の地絡⽅向継電
器（DGR）が動作し、波及事故

保守不備（⾃然劣
化）

・⾼圧ケーブルを交換。
・ケーブル布設ルートを埋設から架空に変更。
・地絡⽅向継電器の零相電圧の整定値を５％から２％に変更。

10 2025年3⽉ 波及事故

⾼圧気中遮断機（AOG）の函体が錆によって⽳が
あき、漏⽔による絶縁低下により地絡し、⾼圧区
分負荷開閉器（PAS）が未設置だったことから、
波及事故

保守不備（保守不
完全）

・保安規定に基づき年次点検を確実に実施して電気設備の状態
に努め、設置された機器の管理を徹底する。
・点検実施の困難な柱上式受電設備から、地上式キュービクル
⽅式に変更するか⼜は低圧受電へに変更する。

【波及事故２】
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番号 年⽉ 事故種別 概要 原因 再発防⽌策

1 2020年6⽉ 供給⽀障

変電所構内建屋地下のケーブル導⼊⼝を塞ぐ充填
剤（ペースト状のパテ）をネズミが⾷い破って建
屋内に侵⼊・接触して短絡が発⽣し、所内⽤変圧
器切替スイッチの充電部分⼆次主幹遮断器が動作
して、供給⽀障事故

他物接触（⿃獣接
触）

・ケーブル導⼊⼝は隙間防⽌⽤充填剤で塞ぐ措置から、より強
固である発泡剤による侵⼊防⽌対策を実施。
・当該変電所と同様の全て変電所において、上記対策を実施。

2 2022年2⽉
電気⼯作物の破

損

年次点検で経年劣化（1996年設置）による絶縁抵
抗値の低下が認められていた受電⽤真空遮断器
が、絶縁破壊・相間短絡により破損し、系統側遮
断器が動作して事業場が停電となったため、破損
事故

保守不備（⾃然劣
化）

・今後は更新時期に合わせて計画的に更新。
・更新した真空遮断器の正⾯に、本件事故に係る注意表⽰を掲
⽰。

3 2024年3⽉ 供給⽀障
変電所の66kV⺟線接続の計器⽤変圧器が、絶縁不
良により地絡し、⺟線保護継電器が動作し、遮断
器がトリップし、供給⽀障事故

保守不備（保守不
完全）

・当該電気⼯作物の点検計画管理表および巡視結果の管理⽅法
を⾒直し、再発防⽌を図る。

4 2024年4⽉ 供給⽀障

屋内変電所配電盤内変流器の絶縁不良により地絡
が発⽣、また、変圧器中性点接地抵抗器の接続不
備により送電線遮断器がトリップし、供給⽀障事
故

保守不備（保守不
完全）

・遮断器、断路器の更新に合わせ変流器を取外しての個別の点
検を⾏い不具合が発⾒された際は、取替を実施。
・変圧器中性点接地抵抗器の接続が適正となるよう運⽤変更。
・マニュアル整備・訓練を実施。

5 2024年9⽉ 供給⽀障

距離継電器に⼊⼒されている補助盤からの⺟線電
圧値が喪失し、甲・⼄ともに「開」となり、距離
継電器に⼊⼒されている補助盤からの⺟線電圧値
が喪失し、供給⽀障事故

設備不備（製作不
完全）

・起動⽤変圧器⺟線断路器甲・⼄の両⽅を「開」とした場合、
発電ユニット距離継電器が動作しないよう補助盤を改造する。
・作業マニュアルへ記載し再発防⽌。
・本事故報告書を⽔平展開。

6 2025年3⽉
電気⼯作物の破

損

⽕⼒発電所のボイラーの発電運転中、補給⽔流量
が上昇したことからボイラー出⼒制御のために減
負荷操作を⾏ったところ、燃焼室上部圧⼒⾼警報
によりユニットトリップ（ＭＦＴ）した。炉内を
点検した結果、燃焼室側壁蒸発管に破孔が確認さ
れ、破損事故。

その他

・蒸発管外⾯摩耗の要因となった⼀次空気⾵量の上限値の設定
や、ボイラチューブ漏れが疑わしい場合に於ける判断基準を整
理した運転指針を作成。
・補給⽔流量、給⽔−主蒸気流量の警報設定値を、チューブ漏
れ時の実績値に近い値に設定を⾒直し。
・今回流動材による蒸発管減⾁箇所について、溶射施⼯を実施
し、耐摩耗性の向上を図った。
・1回/年の定期点検時期に溶射施⼯部の膜厚測定を実施し、当
該箇所の健全性を確認する。

【その他（破損・供給⽀障事故）】
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全国の事故事例について
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感電死傷事故に関する注意喚起
 経済産業省では「感電死傷事故に関する注意喚起」を発出（令和７年6⽉１２⽇公表）
注意喚起⽤の資料を経済産業省HPからダウンロードできます。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/202
5/06/20250612.html

2025/６/１２
経済産業省ホームページ
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①電気主任技術者向け

（参考）感電死傷事故に関する注意喚起
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②設置者向け

（参考）感電死傷事故に関する注意喚起
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③⼯事業者者向け

（参考）感電死傷事故に関する注意喚起
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更新推奨時期に満たない⾼圧ケーブルにおける⽔トリー現象に係る注意喚起
 経済産業省では「更新推奨時期に満たない⾼圧ケーブルにおける⽔トリー現象に係る注意喚
起」を発出（令和７年6⽉２７⽇公表）
注意喚起⽤の資料を経済産業省HPからダウンロードできます。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/202
5/06/20250627.html

2025/６/２７
経済産業省ホームページ
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更新推奨時期に満たない⾼圧ケーブルにおける⽔トリー現象に係る注意喚起
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⾃然災害による再エネ発電設備の事故防⽌及び保安管理の徹底
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（参考）⻄仙台ゴルフ場メガソーラー発電所⽕災事故
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ご清聴ありがとうございました。

那覇産業保安監督事務所 保安監督課
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